[bookmark: _Hlk163570118]　コンダクターまたはゼネラルリーダーの制度を創ろう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024（令和6）年4月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025（令和7）年4月2日 追筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(有)フルライフ
関口尚登

〔1〕 現状

それを「ゼネラルリーダー制度」と呼ぼうが「コンダクター制度」と呼ぼうが、各事業所において管理者と職員とのあいだに位置する“中間組織形態”もしくは指導グループをつくること…このことにわが法人は運営組織機構づくりの中心眼目においてきました（[注1]）。
 ところが、その進展はけっしてはかばかしいとは言えません。
・なお、つくることができていない事業所
・つくったものの形骸化している事業所。たとえば、「コンダクター」という名前はつけられているとしても、その内実がなんとなく「リーダーのなかの中心メンバー」的な曖昧な位置づけとなってしまっているという事例。
…こうした現状に私たちは直面しています。

　 この現状を打開し、コンダクターまたはゼネラルリーダーの制度を創造し・強化していきましょう。
そのためにはどうすれば良いのか？ 困り果てているときに、たまたまインターネットで配信されている　「介護現場で求められるリーダーの役割と行動　福祉施設におけるリーダーシップ論」という文書に出会うことができました（[注2]）。株式会社日本能率コンサルティングの斎藤正宏氏が執筆したものです。この論文は多くの示唆に富んでおり、この示唆を手がかりに、わが組織の現状をこじあけていくための指針を創りあげたいと考えています。

〔2〕 遅滞している根拠
　
なぜこれほどの遅滞・停滞状況がもたらされているでしょうか？
現場の職員に原因を求めるわけにはいきません。まずは、法人や当該事業所の指導メンバーの認識・自覚の弱さとそれゆえの促しの弱さが見直されるべきです。その消極性の具体性を探れば以下のような諸傾向があるようです。
・あるメンバーをゼネラルリーダーやコンダクターとして立てようとすると、必ず当人へのネガティブ評価が生まれ二の足を踏んでしまう。
・中心メンバーとして押し立てた場合に、当人に過分な緊張や負担を強いることになってしまう…このことを危惧する。
・管理者である自分がじかに担った方が抱え込んだ方がむしろ楽だ…このように感じてしまう。
・そもそも職員たちとコミュニケーションをとることが苦手という指導メンバーもいる。自分の指示を皆におろすことにとどまる事例もある。
簡単に素描すれば、これらの諸傾向です。
　 これらのことがらの否定性は、おそらく理屈ではわかることです。にもかかわらずなかなかそれらの傾向から脱却できないのは……。
<1> 当法人の事業体が、小規模多機能型やグループホーム、小さい規模の住宅型有料老人ホーム、などから成り立っているという事情とも無関係ではないのでしょう。平たく言えば、管理者がストレートに現場スタッフを統率しようとすれば、それはそれで一定程度は運営できてしまう。絶対にコンダクターまたはゼネラルリーダーをつくらなければという切迫感に乏しいということ。
<2> もう少し言えば、訪問系（居宅介護支援、訪問介護）の場合には、利用者宅にそれぞれの担当者が訪問する…その分担・振り分けを管理者なりが決めれば、それなりに事業所業務は”回り”そこに安住してしまう、ということもあるでしょう。後述しますが、施設系とは異なり、訪問系では”ひとり働き”という要素が強いがゆえにコンダクターまたはゼネラルリーダーの必要性が薄れてしまうという事情にそれは根をもつといえます。
<3> また、個別的なことがらとして、訪問介護の場合には介護保険の制度のなかでサービス提供責任者という職務の導入が義務づけられており、その担い手がコンダクターまたはゼネラルリーダー的な役割を果たすことが可能であるという事情も無縁ではないでしょう。
　
とはいえ、各事業所の現状は精緻に掘り下げてみておかなければなりません。
まず、中間組織形態または指導グループの未組織化によって、管理者への負担がいよいよ増大し、疲弊が進行することになります。さらに管理業務の質的低下ももたらされかねません。
反面、職員たちの管理者などへの依存が固定化・増長され、組織員としての成長をはばまれることにもなります。往々にして管理者との個々の職員とのパラレルな関係が組織の基調となり、横の関係性も希薄になりかねません。そうすることで次世代の管理者などを育成する道が閉ざされることにもなりかねません。
　このような否定的現局面を打開していくためにも、取締役や各ブロック長・管理者たちの意識変革が求められているのではないかと考えます。中間組織形態または指導グループ創造の必要性について、しっかりと考察し実現に向けて注力していこう、とあらためて皆さんに訴えたいわけです。

〔3〕 中間組織形態または指導グループの必要性

なぜコンダクターまたはゼネラルリーダーの制度が必要なのでしょうか？　あらためてこのようなことを論じなければならないのは残念なことでもあります。
一言でいえば、それは、各事業所で、管理者一人では職員の指導・統率はけっしてできないからです。諸側面からみていきましょう。

<ａ>まず、運営上

介護職の仕事は―他職種に比べても―「協働」が多いという事情があります。利用者の送迎、デイサービスなどの日中業務（食事、入浴、レクレーションなど）、夜間帯業務…シフトをつくるうえでも・指針を周知するうえでも・生起した事態に対応するうえでもすべて役割分担とその協働というかたちで進めていきます。ひとつの介護業務を「共同」で遂行するということも少なからずあります。
訪問介護（訪問ヘルパー）や居宅介護支援（ケアマネージャー）の場合には、直接の業務遂行の場においては俗に言う”一人働き”という特徴があるものの（つまり非「共同」労働）、それでも、指針の解明や生起した諸問題―困難ケースや問題ケース、逆に良い意味での教訓に富んだケース―の解決や遂行においては協働性をもつわけです。とても管理者ひとりで切り盛りすることはできません。場面・場面での”束ね役”が必要になるのです。

[bookmark: _Hlk163721464]▽「例外的な業務や突発的な出来事」の対処、「事故や急変時」の対応が問題となりうる(斎藤論文)…上記のうちもっとも緊迫性のあるものは、この突発的事態への対応です。生起した事態の分析・対処を進めていくうえで、管理者―職員という平べったい組織構造では的確な組織的対処をすることはのぞめません。
ちなみに、福祉・介護の世界ほど予定計画的に業務遂行できない職種はない、とさえ言えます。盛りだくさんのマニュアルがあるとしても、マニュアルでは想定していない事態があまた発生しわれわれを当惑させます。迅速で的確な対応と言っても、とても管理者ひとりで背負うことはできません。管理者が全てのケースに直面するわけではありません。直面するメンバーのなかに、その場面で適切な対処指針を提示することができ・かつ管理者とスムーズに意思統一できるメンバーたちを多数創り出していく必要があるのです。
また”臨機応変の能力を身につけよ”という訴えだけで解決する問題でもありません。個々人の能力にのみ問題を帰着させることはできないのです。

▽これらの諸業務を協働作業によって推し進めるさいに、たんに直接的な対処指針の意思一致が必要なだけではありません。「介護職員としての使命や価値観」(斎藤論文)や事業所理念の共有をはかることも重要―いや必須不可欠―なことです。それがないがしろにされるならば、直接的な対処指針の理解のズレが生み出されかねません。なぜならば、直接的指針解明には理念や価値観が適用されるのだからです。

▽われわれの事業所業務の大半は介護保険制度におけるそれです。この介護保険制度においては、管理者・ナース・ケアマネージャー・介護職（ときに相談員）の人的基準が決められているだけです（上述のように、訪問介護ではサービス提供責任者という職務が位置づけられていますが）。とはいえ、それだけに終始するのであれば、上記のように多くの困難に直面します。生起した事態に迅速かつ的確に対応できる組織構造をわが法人は創っていく必要があるのです。

▽しかも、現下の情勢は、新型コロナによる３年半にもおよび感染防止・対策の苦闘や台風・他の水害の続発や大規模地震発生の危機の切迫化などの困難な事態…をみるまでもなく、一人の管理者が統率できるキャパシティーをはるかに超え出ています。

<ｂ>次に業務＝運営組織づくり上
	
業務＝運営組織づくり上では、中間組織形態または指導グループを創造することは、当該事業所運営の厚みと広がりを創り出すという意味と意義をもちます。
わが法人において切実な点は、管理者への負担のあまりの集中にあります。これは、一方では、管理者においては、多くの場合に抱え込みスタイルに陥りがちになっていることによります。まじめなメンバーほどその傾向は強まります。このことにより管理者は心身ともに疲弊しきってしまいます。とともに、他方では、多くの被指導層において、管理者への過度の依存や管理者からの指示待ち＝没主体的な姿勢に陥っているということにもよります。
こうした大きな困難を克服するポイントのひとつが、このコンダクター・ゼネラルリーダー制度にあるということを私は再認識し、再度訴えたいのです。管理者―職員という平べったい組織構造の中間にこの組織形態を創り出すことによって、管理者の負担を軽減し、厚みと拡がりのある指導を展開することが可能になるにちがいありません。とともに、次代の管理者などを担う人材を育成する礎(いしずえ)としていきたいわけです。

<ｃ>最後に法人組織づくり上

　さらに広い視野に立って考察するならば、事業所間の関係性や法人組織との関係についても、皆さんには考えてほしいと願います。

▽事業所といっても種々の事業形態(ジャンル)があります。また運営状況にも順調・不調の違いもあります。事業所員構成にも違いがあります。そのなかで今みずからが担っている事業所だけでなく、他の事業所に出向する必要性や移動する必要性が生じることがありえます。各事業所の発展は法人業務全体の発展につながり・また逆もしかりです。みずからが今直接担っている業務から一回り広い範囲を見渡してもらえたらと考えます。

▽上記は<横の関係>にあたります。その他として<縦の関係>もあります。皆さんには、みずからをたんに業務の担い手というだけでなく法人指導層へと高めていってほしいと願います。法人としての立場に立って各事業所を指導するブロック指導者、ひいては取締役へとみずからを高めていってほしいと願います。(有)フルライフは世に言う”同族会社”ではありません。法人組織を強化しようという前向きな人材をつねに求めているということを心に留め置いてください。

　このような展望をも込めて、コンダクターあるいはゼネラルリーダー制度の創設・普及・拡大強化を私は考えています。　

〔4〕 強い目的意識

〔3〕では中間組織形態または指導グループの必要性について論じてきました。まず私たちは、こうした重要性の自覚にたって、組織の全力をあげて中間組織形態または指導グループの組織的創造にとりくんでいかなければなりません。そのためにはその担い手を組織しようとする者の意識変革が不可欠であり、そこから始めなければなりません。これから育てようと考える職員の積極性をはぐくみ、事業所組織の中心となって頑張っていく志を固めていくようその職員を手助けすべきなのです。組織の前進のために、その担い手の育成が重要であるならば、その変革のために指導者は注力していくべきなのです。

〔5〕 とりくみの組織的構造

齋藤論文では「育成」のための組織的構造についても触れられています。つまり、「リーダーに限らず、介護職員の体系的な人材育成体制が整備されている施設はまだ少ない」と。この「人材育成体制」の構築という視点が非常に重要です。〔4〕のように強い目的意識をもつべしということだけを強調しても、それは往々にして精神主義もしくは構え主義に陥ってしまうのであって、指導者が組織的システムのなかで・組織的とりくみ（活動）のなかで、そうした試みをしてはじめて十全に担い手を育成できるのだと私は考えます。
では、その「人材育成体制」とは？
まず言えるのは、本部－各事業所にまたがるきっちりした体制を創り出すべきだということ。以下、具体的に考えていきます。

〔6〕 法人本部のとりくみ

ではどのようにして。

<ａ>「統括責任者」
　斎藤論文ではこう書かれています。「育成体制の構築・運用に関しては、リーダーの育成面での課題を見極めて適切な育成体制を企画し、現場での運用状況を検証して改善を進める統括責任者が必要」であると。
　的確な指摘なのだと思います。本来的には法人本部に人材育成に専念する部門を創出することが必要となり、その部門の長が、ここで言われている「統括責任者」にあたると位置づけるのが理にかなっています。部門創出を抜きにして一人の統括責任者がすべて引き受けるのは難しいのだからです。けれども、当法人の体制の弱さからして、いきなり専門的部門をそれとして創りあげることはむずかしい実状にあります。
そのため、当面当法人では取締役会―とりわけその下に組織している「コア・マネージメント・グループ」(代表取締役社長・副社長・各ブロック長などにより構成)」―の内部論議を基礎として、この人材育成にとりくんでいきます。

<ｂ>　と同時に<ａ>が以下の諸機関・諸担い手と協議していくことにします。
□各事業所管理者など
□本部教育・研修室
　
〔7〕 10年先を展望して組織づくりに励もう！

・超高齢者社会への突入、介護保険制度の財政的・ビジョン的危機、介護労働者の不足…あらゆる意味で福祉・医療業界は存亡の分かれ目に立っています。
・このなかで、わが法人の安定した運営は急務であり、かつそれは10年先を見通してそれに耐えうるものでなければなりません。
・その鍵をなすものこそ、法人組織・運営組織の基礎を打ち固めていくことだと私は考えるわけです。とりわけ当法人の事業承継が現実的遡上にのぼった今、より一層このことは急務となっています。
・そして、この法人組織・運営組織づくりのカナメをなすものこそ、これまで長々と述べてきたコンダクター・ゼネラルリーダー組織づくりにほかなりません。
　こうした重みを理解し・受けとめ、指導層もその創出に全力をあげ、被指導層もみずからを運営組織中核の担い手へとみずからを高め・ひいては法人組織の中心的担い手へとおしあげていく強い志をもってもらえればと願います。このテーマのもと全社員が一丸となって頑張っていきましょう。

[注1] 「ゼネラルリーダー」と銘打ったは、当法人の施設系では日々の業務遂行上のリーダーを「日直リーダー」として組織しており、それとの区別性を明確にする必要があるという理由からです。日常的・通常の業務遂行（平時）においてはこの日直リーダーがタクトを振り、異変や困難事態が生じたとき（有事）に、また重要な相談ごとがあるときに、日直リーダーからゼネラルリーダーに相談するようになります。ゼネラルリーダーの担い手が業務に入るとしても、平時においては、それはゼネラルリーダーとして業務に臨むのではなく日直リーダーの指揮下に入ります。有事という「場」においては、日直リーダー←→ゼネラルリーダーという関係を取り結ぶことになります。蛇足ながら、社長なり取締役なりが業務に入る場合でも、同様です。法人レベルで問題が発生した場面では社長なり取締役なりの規定性で関係を取り結ぶとしても、平時は日勤リーダーの指揮かに入ることになります。　
[注2] 斉藤論文を読ませていただいた感想文ないしは書評については、本文の後に添付しておきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


「介護現場で求められるリーダーの役割と行動　福祉施設におけるリーダーシップ論」に学ぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関口尚登

　この情報過多ともいえる社会において、福祉施設におけるリーダーについて論究した文書は数多く存在するが、その多くのものは、いわば「リーダーの役割とその重要性」について論述しているにすぎない。いわば、リーダーとしての役割や意義を提示し、それを職員に注入するという体のものが大半を占める。

ところが、この「介護現場で求められるリーダーの役割と行動　福祉施設におけるリーダーシップ論」(株式会社日本能率コンサルティング　人材マネジメント事業部　斎藤正宏)と題する論文（以下、「斎藤論文」と略す）では、最初から最後まで、（1）“どのようにしてリーダーを育成していくのか”という実践的な問題意識が明確に貫かれている。「大方の場合、介護現場でも、企業でも同様に、リーダーの育成に徹底して取り組んでおらず、OJTという名の現場任せのもとで、組織的にはほったらかしの状態が続けられてきた結果といえます」というように。
それゆえ、斎藤論文は「福祉施設におけるリーダーシップ論」と題されてはいるものの、その核心的趣旨からすれば「リーダー育成論」とした方がスッキリする。

この実践的な問題意識ゆえに、筆者は、多くの福祉施設においては（2）「施設長をはじめとする上位者」においては「リーダー育成意識が不足している」が「上位者の日常的な取り組みが大きな影響」をもつはずである、と指摘することもできている。なぜリーダーを育成できていないのかを現実的・実践的に探ろうとするかぎり、おのずからこの問題が視野に入ってくるわけである。視野に入るというだけでなく、筆者にとっては「上位者」によるリーダーの指導育成の第一課題としてこのリーダー育成意識にもとづく「日常的な取り組み」が観念されている、といえる。
この指摘は、まさしくわが法人が直面している難題そのものを照射している。

（3）このように斎藤文書では、「上位者」が育成意識をもち・高める必要性が強調されているわけだが、そのうえで、この「育成」のための組織的構造についても触れられている。つまり、「リーダーに限らず、介護職員の体系的な人材育成体制が整備されている施設はまだ少ない」。この「育成体制とは、個人別の育成課題に対応した個別施策ではなく、介護職員やリーダーといった役割ごとに異なる集団に対する組織的な仕組みのこと」である、というようにである。
たんに「施設長をはじめとする上位者」の意識性やとりくみというだけでなく、組織的な「育成体制」の重要性という視点がそこではしっかりと据えられている。
しかも、この育成体制についてふれるさいにも、その体制の「構築」と「運用」というきわめて現実的にして実践的なベクトルもが提示されている。
そのうえ、この構築・運用を担う「統括責任者」が必要であるとも述べられている。
この斎藤文書は、わが法人が抱えている諸問題を解決するうえで、ヒントとなる問題提起にあふれている。わが法人としても重要な学びの対象として位置づけたい。職員の皆さんにもぜひ一読していただけたら。
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